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１．日勤救急隊の必要性 

  令和７年６月５日付け消防救第195号で消防庁救急企画室長より通知のありました『日勤救急

隊の導入検討について（通知）』において、増大する救急需要を踏まえた救急隊員の適正な労務管

理の方策の一つとして、「日勤救急隊の導入を検討すること」が示されています。 
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  日勤救急隊とは、増加する救急需要に対応するため、救急需要が多い日中の時間帯に救急隊を

増隊するもので、救急隊１隊当たりの活動時間の平準化（適正な労務管理）や救急隊員の多様な

働き方（定年延長・育児時短勤務等）にも資する取組です。 

  当市における救急現場到着平均所要時間は、国・県の平均を上回る状態が続いており、消防力及

び住民サービス向上のための対策が必要となっています。 

 

■救急出動件数及び年齢区分別搬送人員の推移 
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■時間帯別救急出動件数（2024（令和６）年） 

 

 

■救急現場到着平均時間の推移（過去５年間） 

 

 

 

 

 

 

 

約６割の救急出動が集中 
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２．日勤救急隊の効果 

  平均所要時間が国・県の平均を上回る主な要因は、需要が多い伊賀消防署においても救急車１

台での運用であるためであり、特に需要が多い昼間時間帯に２台運用とすることにより、到着時間の短

縮が見込めます。 

 

  ＜配置前＞     ＜配置後＞ 

   

       ➡➡➡各分署から本署への出動が減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２台運用 
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３．日勤救急隊の概要 

 

（１）名称 

      デイタイム救急隊 

（２）運用開始日時 

      令和８年４月１日（水）９時から 

（３）運用時間帯 

      月曜日から金曜日まで（祝日等を除く。）の９時 00分から 16 時 00分まで 

（４）運用車両 

      非常用救急車 

（５）配置先 

      伊賀消防署 救急課 救急第３係 

（６）配置人員 

      令和８年度は、「救急第３係」に３人（救急救命士１人以上）を配置予定です。 

      ※定年延長職員及び育休時短職員のみで編成するわけではありません。 

 

 

４．日勤救急隊の創設に伴う消防本部組織の一部変更 

 

（１）「警防第１課」を「消防救助課」と「救急課」に分けます。 

 

（２）デイタイム救急隊は、「救急課 救急第３係」に配置します。 

 

（３）「警防第１課」の名称変更に伴い、「警防第２課」を「東分署」、「警防第３課」を「南

分署」、「警防第４課」を「西分署」とし、「阿山分署」「大山田分署」「丸山分署」「島ヶ

原分署」は、“出張所”とします。 

  ※運用体制に変更はありません。 



 

6 

 

 

消防本部組織図　新旧対照表

消防本部 消防本部

2 （消防長、次長（本部事務担当）） 2 （消防長、次長（本部事務担当））

消防総務課 スタッフ制 5 消防総務課 スタッフ制 5

1 1

消防総務課付 13 消防総務課付 11

予防課 予防係 3 予防課 予防係 3

1 1

危険物係 2 危険物係 2

査察指導係 2 査察指導係 2

地域防災課 スタッフ制 5 地域防災課 スタッフ制 5

1 1

通信指令課 第１係・第２係 11 通信指令課 第１係・第２係 11

1 1

伊賀消防署 伊賀消防署

1 （署長） 3 （署長・副署長2）

管理課 消防救助管理係 2 管理課 消防救助管理係 2

1 0

救急管理係 2 （副署長兼務） 救急管理係 2

訓練指導係 2 訓練指導係 2

警防第１課 指揮調査第1係･第2係 10 消防救助課 指揮調査第1係･第2係 10

1 0

消防救助第1係･第2係 24 （副署長兼務） 消防救助第1係･第2係 22

救急第1係･第2係 12 救急課 第1係・第2係 14

1
第３係（ﾃﾞｲﾀｲﾑ救急隊） 3

警防第２課 東分署

1 1

東分署 第１係・第２係 10 第１係・第２係 10

阿山分署 第１係・第２係 10 阿山出張所 11

1

大山田分署 第１係・第２係 10 大山田出張所 11

1

警防第３課 南分署

1 1

南分署 第１係・第２係 10 第１係・第２係 10

丸山分署 第１係・第２係 10 丸山出張所 11

1

警防第４課 西分署

1 1

西分署 第１係・第２係 10 第１係・第２係 10

島ヶ原分署 第１係・第２係 10 島ヶ原出張所 11

1

合計 179 合計 181

※欄外の数字は配置職員数を表します。（人数は増減する場合があります）

※再任用は除きます。

【旧】2025（令和７）年度 【新】2026（令和８）年度


